
室戸市空き家活用住宅 第１号（１戸）

（室戸市室戸岬町5516番地5）

住所／〒781-7185 室戸市浮津25番地1 室戸市役所1階

0887-22-5167

受付／平日8時30分～17時15分

●内見希望・お申込・お問合せは、下記までご連絡ください。

室戸 移住

室戸市空き家活用住宅は、本市における移住促進事業の一環とし

て、本市への移住を希望する者に期間を定めて貸し出すことによ

り移住の促進を図ることを目的として設置している住宅です。入

居希望の方は、別紙申込書及び必要書類を持参もしくは簡易書留

等にて郵送してください。

家賃 ３５，０００円／月

室戸市まちづくり推進課移住促進室
https://www.inakagurashi.kochi.jp/

〇入居者の資格

・地区組織に加入し近隣住民と積極的に交流する意思がある者

・入居者又は同居親族に租税公課の滞納がない者

・市内に住所を有していない者かつ市外から転入して室戸市に居住

しようとする者で構成する世帯

・室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成

２５年規則第３１号）第２条第２項第５号に規定する排除措置

対象者に該当しないもの

・市内で地域おこし協力隊若しくは集落支援員の任に就いている者

又はこれらの任期満了の日から１年以内である者（着任前に市内

に住所を有していない者に限る。）で、引き続き市内に定住する

意思のある者で構成する世帯 等

〇提出書類

・室戸市空き家活用住宅入居申込書（別記様式第５号）

・世帯主、続柄及び本籍の記載のある世帯全員の住民票

・現住所において納入すべき税に滞納のないことを証する書類

・現住所において納入すべき使用料等について滞納してないことを

確約する書類

・入居申込者及び同居者の所得を証明する書類

・その他市長が必要と認める書類

〇選考方法

・室戸市空き家活用住宅入居者等審査委員会にて選考

※入居期間：令和15年3月末まで

1階 2階


